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様式（第８条関係） 

審 議 結 果 

次の審議会等を下記のとおり開催した。 

審議会等の名称 令和 5年度 第 1回益田市廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 令和 5年 11月 15日（水）午後 2時 00分〜午後 3時 00分 

開催場所 市民学習センター研修室 102 

出席者 
審議会委員 出席 6名 欠席 6名 

事務局 3名 

公開・非公開の別 公開 

傍聴人の数 無 

次 第 
１．議題 1 益田市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて 

２．その他 

議題 1 
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委 員 

益田市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて 

益田市一般廃棄物処理基本計画の目標達成状況、施策の実施状況について報告 

今後 5年間の取り組みや目標数値について説明 

○質疑応答 

・事業ごみの集計方法が変わったとのことだが、これまで事業ごみとして見込んで

いなかったごみが加わったのか。 

・事業系ごみの直営収集分を見込んでなかったので加えた。 

 

・未実施となった施策について、その理由を教えてほしい。 

・市から訪問・助言を行う施策は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施

できなかった。また、当初計画していなかった市内部の他事業に人手が必要とな

り、人手不足により実施できなかった。 

・人手が不足していたとのことだが、未実施となった施策は、今後行う予定か。 

・計画期間内に実施する。 

・施策の実施状況について、１年ごとに報告を行ってはどうか。 

・本審議会にて、毎年報告する。 

 

・古紙類の収集は月 2 回だが、燃やせるごみの収集は週 2 回もあるため、紙ごみ

を燃やせるごみに出してしまうことが多い。古紙類の収集頻度を増やす等、古紙

類の回収を促す方法は無いか。 

・紙ごみを古紙類の収集日に出すように、市民に普及啓発を行っていく。また、古

紙類の収集頻度については、収集運搬業者とも確認し、検討していく。 

・個人情報が記載された紙を古紙類の収集に出しても安全なのか。 

・個人情報流出のリスクはどうしても出てくる。個人情報が記載された紙類はシュ

レッダーにかけて、他の古紙類と分別して排出することが望ましい。 

 

・削減率の計算方法は、当初計画と整合しているか。 
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・計算方法は変更していない。ただし、当初計画は他事例のごみ組成を基にしてい

たが、今回は益田市のごみ組成を基にしているため、より実態に合った方法であ

る。 

 

・生活排水処理はどのように推進していくのか。 

・下水道課が作成する事業計画に基づいて下水道の整備を進めていく。また、合併

処理浄化槽への切換えを推進していく。 

その他 意見なし 

－議事終了－ 

 

 


